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　津波情報等の避難が必要な重要情報を、自動起動により聞くことができる防災
ラジオを販売しています。

8月10日（水）　午後3時ごろ

　次の場合の販売額を1台5,000円から1台1,000円へ見直しました。
①戸別受信機が設置されていない世帯の2台目以降の購入
②戸別受信機が設置されている世帯での購入
③事務所、事業所での購入
※すでに1台5,000円で購入された世帯や事務所・事業所には差額返還のお知らせを個
　別に送ります。通知が届きましたら手続きをお願いします。
問　危機対策課（内線4158）

販売対象 ①市民　②市内で事業を営んでいる事務所や事業所

金額 1,000円/1台　※台数に制限はありません。

販売方法

と　き　8月5日（金）　午前9時～11時30分
ところ　市役所4階401会議室
※町内会、自治会、自主防災会や、事業所等で、20台以上取りまとめて購入する場合
　は、代表者の自宅や事務所にお届けすることができますので、ご相談ください。

防災ラジオのテスト放送のお知らせ

就
学
援
助
制
度

特
別
障
害
者
手
当・

障
害
児
福
祉
手
当・

特
別
児
童
扶
養
手
当

子
ど
も
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
年
齢

拡
大

子
ど
も
医
療
費
助
成

受
給
資
格
登
録

（
更
新
）の
手
続
き

　
経
済
的
な
理
由
か
ら
小
中
学

校
に
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
保
護

者
に
対
し
て
、就
学
に
必
要
な

経
費
の
一
部
を
援
助
す
る
制
度

で
す
。

対
　
象

　

保
護
者
の
世
帯
全
体
が
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、経
済
的
な

援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
世
帯

①
生
活
保
護
を
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た

②
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る

③
固
定
資
産
税
や
個
人
事
業
税

が
減
免
さ
れ
て
い
る

④
国
民
年
金
の
保
険
料
の
減
免

を
受
け
て
い
る

⑤
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
ま

た
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け

て
い
る

⑥
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る

⑦
生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け

を
受
け
て
い
る

⑧
世
帯
員
全
員
の
合
計
収
入
が

著
し
く
低
い
等
の
事
情
が

あ
る

　
ま
た
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り

①
家
屋
が
半
壊
以
上
の
被
害
を

受
け
た

②
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら

避
難
し
て
き
た

③
解
雇
等
に
よ
り
著
し
く
収
入

が
減
っ
て
い
る

　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

申
・
　
各
小・中
学
校

　
　
　
　
教
育
総
務
課

　
　
　
　
（
内
線
５
０
１
７
）

　

手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

◆
特
別
障
害
者
手
当
　

対
　
象

　
二
十
歳
以
上
で
著
し
く
重
度

の
障
害
が
あ
る
た
め
、日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
在
宅
の
方

手
当
額　
月
額
２
６
、８
３
０
円

支
給
制
限

　

施
設
入
所
ま
た
は
３
カ
月
を

超
え
て
入
院
し
て
い
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対
　
象

　
二
十
歳
未
満
で
重
度
の
障
害

が
あ
る
た
め
、日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在

宅
の
方

手
当
額　
月
額
１
４
、６
０
０
円

支
給
制
限

　
施
設
入
所
や
、障
害
を
事
由
と

す
る
公
的
年
金
を
う
け
て
い
る
と

き
は
、支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
　
象　

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
二
十
歳

未
満
の
児
童
の
父
母
ま
た
は
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

手
当
月
額　

　
１
級
５
１
、５
０
０
円

　
２
級
３
４
、３
０
０
円

支
給
制
限

　
施
設
入
所
や
、障
害
を
事
由
と

す
る
公
的
年
金
を
う
け
て
い
る
と

き
は
、支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限

　
が
あ
り
ま
す
。

※
現
在
、特
別
障
害
者
手
当
ま

　

10
月
１
日
㈯
か
ら
、外
来
の

助
成
対
象
が
中
学
３
年
生
ま
で

拡
大
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、所
得
制
限
額
を
超
過

し
て
い
る
場
合
は
、入
院
の
み

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
２
３
４
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

注意事項 ①購入時、運転免許証や健康保険証等の、住所が確認できるものを持参して
ください。代理人による購入も可能です。実際に使用する世帯の世帯主等
の身分証明書のコピーを持参してください。

②ラジオ石巻（FM76.4MHz）が受信できない場所では使用できません。購入
　前に必ず受信状況を確認してください。購入後の返品・返金はできません。
③普段はラジオ石巻のみを聞くことができるラジオです。
④防災ラジオはACアダプター(コンセント)を使用します。また、停電に備え

て乾電池も使用します。
※防災ラジオには、ACアダプター、乾電池、外部アンテナが付属されていま

す。詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

児童扶養手当、母子・父子家庭医療費助成等の
更新手続きは忘れずに　　　　　　　　　　

　現在、児童扶養手当、母子・父子家庭医
療費助成を受けている方は、毎年1回現況
届の提出が必要です。
　該当者には通知しますので、忘れずに
手続きをしてください。
と　き　8月2日（火）から19日（金）までの
　　　　間の指定された日
　　　　（土日・祝日を除く）
ところ　通知書に記載された会場
※新たに申請する方は、随時受け付けます。

　児童扶養手当受給者で全部支給者および一部支給者について、4月
から7月までの4カ月分を8月10日（水）に指定の口座へ振り込みます。

今月は児童扶養手当の支給月です

申・問　子育て支援課（内線2512・2513）
　　　　各総合支所保健福祉課

　
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
者

証
は
、毎
年
10
月
１
日
が
更
新

日
で
す
。

対
　
象

　
市
内
に
住
所
を
有
す
る
、平
成

13
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
子
ど
も
の
保
護
者（
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
方
は
手
続

き
不
要
）

・
原
則
、手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。平
成
27
年
中
の
所

得
状
況
を
確
認
し
、９
月
下

旬
に
、受
給
者
証
を
送
付
し

　大規模地震災害を想定した防災訓練を、10月23日（日）午前に実施します。
（ステージ１）地震による津波・土砂災害等からの避難訓練
　　　　　　午前9時～10時

（ステージ２）地域の自主的な災害応急対策訓練　午前10時
　詳細については、全戸配布のチラシ等によりお知らせします。
問　危機対策課（内線4159）

平成28年度石巻市総合防災訓練のお知らせ

た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
方
は
、毎
年
１
回

現
況
届（
所
得
状
況
届
）の

提
出
が
必
要
で
す
。該
当
者

に
は
８
月
上
旬
に
通
知
し
ま

す
の
で
、忘
れ
ず
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

問　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３・２
４
８
４
）

防災ラジオがお求めやすくなります

ま
す
。

・
登
録
申
請
を
し
て
い
な
い
方
等

申
請
が
必
要
な
方
に
は
、8
月

上
旬
に
申
請
書
等
を
送
付
し

ま
す
の
で
、８
月
26
日
㈮
ま
で

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

　
持
参
ま
た
は
郵
送

必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
証（
お
子
さ
ん
の

　
名
前
が
入
っ
た
も
の
）

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
。認

　
印
で
可
）

・
本
年
１
月
１
日
現
在
、市
に

住
所
を
有
し
て
い
な
い
保
護

者
の
方
は
、前
住
所
地
か
ら
の

（
非
）課
税
証
明
書（
平
成
28

年
度
分
）ま
た
は
源
泉
徴
収

票
の
写
し（
平
成
27
年
分
）が

必
要
で
す
。

※
郵
送
で
申
請
す
る
際
は
必
要

　

書
類
を
同
封
し
、記
入
や
押

　

印
漏
れ
が
な
い
よ
う
お
願
い

　
し
ま
す
。

問

申
・
　
〒
986－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
６
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所
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国
民
健
康
被
保
険

者
証（
保
険
証
）は

来
月
郵
送
し
ま
す

「
創
業・起
業・個
別

相
談
会
」開
催
の

お
知
ら
せ

ツ
ー
ル・ド・東
北

2
0
1
6 

民
泊

協
力
家
庭
募
集

第
４
回
環
境
市
民

講
座
受
講
者
募
集

知っ
て
い
ま
す
か
？

「
建
設
業
退
職
金

共
済
制
度
」

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有

効
期
限
は
9
月
30
日
㈮
で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
9
月
中
旬

以
降
に
住
民
票
の
住
所
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。仮
設
住

宅
等
住
民
票
の
住
所
と
違
う
所

に
お
住
ま
い
の
方
は
、郵
便
局
で

の
転
送（
1
年
ご
と
に
更
新
手

続
き
が
必
要
で
す
）の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、有
効
期
限
は
2
年
間

で
す
が
、前
年
度
以
前
の
国
民

健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
場

合
は
有
効
期
限
が
6
カ
月
の
短

　
石
巻
地
域
で
創
業
・
起
業
を

目
指
そ
う
と
す
る
方
を
対
象
に
、

　
ツ
ー
ル・ド・東
北
２
０
１
６
が

9
月
17
日
㈯
・
18
日
㈰
に
開
催

さ
れ
ま
す
。宿
泊
施
設
が
不
足

し
て
い
る
た
め
、参
加
者
を一
般

家
庭
に
泊
め
る「
民
泊
」の
協
力

家
庭
を
募
集
し
ま
す
。詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

民
泊
実
施
期
間

　

9
月
16
日
㈮
～
18
日
㈰
の
う

ち
、1
泊
～
3
泊

受
け
入
れ
人
数
等

　
1
家
庭
に
つ
き
1
～
10
人
程
度

民
泊
協
力
の
条
件

①
宿
泊
者
に
個
室
を
提
供
で
き

　
る
こ
と

②
石
巻
専
修
大
学
ま
で
車
で
45

　
分
程
度
以
内
で
あ
る
こ
と

臨
時
民
泊
費

　

宿
泊
者
に
夕
食
を
提
供
し
て

い
た
だ
け
る
家
庭
に
は
、1
人
1

泊
に
つ
き
４
、２
０
０
円
、夕
食

な
し（
素
泊
ま
り
）の
家
庭
に
は

２
、８
０
０
円
を
支
給
し
ま
す
。

問

申
・
　

　

河
北
新
報
ト
ラ
ベ
ル
民
泊
デ

ス
ク

　
☎
０２２－

３99－

７
３
２
１

　
午
前
9
時
～
午
後
5
時
30
分

　
（
土
日・祝
日
を
除
く
）

問　
市
観
光
課

　
　
（
内
線
３
５
３
３
～
３
５
３
５
）

　

海
の
水
質
保
全
に
関
す
る
講

座「
こ
の
先
、海
で
す
。プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」を
開
催
し
ま
す
。

と
　
き

　
９
月
10
日
㈯
午
後
２
時

と
こ
ろ

　
河
北
総
合
セ
ン
タ
ー「
ビ
ッ
グ

バ
ン
」２
階
視
聴
覚
室

対
　
象

　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
に
通

勤
、通
学
し
て
い
る
小
学
生
以
上

の
方（
小
学
校
３
年
生
以
下
は

　
こ
の
制
度
は
、中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現

場
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
建

設
業
を
営
む
中
小
企
業
の
振
興

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
退

職
金
制
度
で
す
。

　
４
月
１
日
㈮
か
ら
制
度
が
一

部
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

①
退
職
金
の
予
定
運
用
利
回
り

が
２・７
％
か
ら
３・０
％
に

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

②
退
職
金
の
不
支
給
期
間
が
掛

金
納
付
月
数
12
カ
月
未
満
に

緩
和
さ
れ
ま
し
た
。（
遺
族
請

求
は
従
前
ど
お
り
12
カ
月
未

満
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
）

③
被
共
済
者
に
よ
る
移
動
通
算

の
申
出
期
間
が
３
年
以
内

に
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
内
で
地
域
の
需
要
や
雇

用
を
支
え
る
事
業
を
興
す「
創

業
」や
、す
で
に
市
内
で
事
業
を

営
む
中
小
企
業
者
等
で
、後
継

者
が
先
代
か
ら
事
業
を
引
き
継

い
だ
場
合
等
に
業
態
転
換
や
新

事
業
・
新
分
野
に
進
出
す
る「
第

二
創
業
」
を
行
う
事
業
者
の

方
々
を
支
援
し
ま
す
。

対
　
象

　

震
災
後
に
創
業
ま
た
は
創
業

予
定（
い
ず
れ
も
第
二
創
業
を
含

む
）の
個
人
事
業
主
や
会
社
等

※
申
請
に
当
た
っ
て
は
、特
定
創

業
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

補
助
金
額

　

対
象
経
費
の
４
分
の
３
以

内
、上
限
２
０
０
万
円

申
込
期
間

　
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問

申
・
　
産
業
推
進
課

　
　
　
　
（
内
線
３
５
４
４
）

創
業
支
援
補
助
制
度

※駐車禁止区域外の路上は全区域
　「片側駐車」となります。

もうすぐお盆です

問　環境課（内線３３６５）

〇供物は必ずお持ち帰りください。
〇霊園内での火災を防ぐため、火の後始末を徹底しましょう。

　お盆は、石巻霊園内が大変混み合います。
　石巻斎場入口の方からも石巻霊園に行くことができますのでご利用ください。

霊園行き無料バス 時刻表　
期間　8月13日（土）・14日（日）
（行き）

停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
石巻駅前 6:00 7:50 9:40 12:00 14:30
中央三丁目 6:05 7:55 9:45 12:05 14:35
住吉町 6:07 7:57 9:47 12:07 14:37

（株）ミヤコーバス石巻営業所 6:08 7:58 9:48 12:08 14:38
大橋通り 6:09 7:59 9:49 12:09 14:39
開北橋 6:10 8:00 9:50 12:10 14:40
霊園ロータリー前 6:15 8:05 9:55 12:15 14:45
3-4区墓域前 6:25 8:15 10:05 12:25 14:55

（帰り）
停留所名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

3-4区墓域前 7:15 9:05 10:55 13:15 15:45
霊園ロータリー前 7:25 9:15 11:05 13:25 15:55
開北橋 7:30 9:20 11:10 13:30 16:00
大橋通り 7:31 9:21 11:11 13:31 16:01

（株）ミヤコーバス石巻営業所 7:32 9:22 11:12 13:32 16:02
住吉町 7:33 9:23 11:13 13:33 16:03
中央三丁目 7:35 9:25 11:15 13:35 16:05
石巻駅前 7:40 9:30 11:20 13:40 16:10

　
70
歳
未
満
の
方
が
入
院
等
を

し
た
場
合
、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」（
70
歳
～
74
歳
の
方
で
市
民

税
非
課
税
の
世
帯
は「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」）を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
こ
と
で
、支
払
い
が
一
定

の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま
す
。

　
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

は
有
効
期
限
が
７
月
31
日
㈰
ま

で
で
す
の
で
、窓
口
で
更
新
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
国
民
健
康
保
険
証

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通

知
カ
ー
ド

・
身
分
証
明
書

国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証

の
更
新
は
、８
月

1
日
㈪
か
ら
受
け

付
け
し
ま
す

保
護
者
同
伴
）

定
　
員　
30
人〔
先
着
〕

申
込
方
法

　
受
講
希
望
の
旨
、郵
便
番
号
、

住
所
、氏
名（
ふ
り
が
な
）、年

齢
、性
別
、職
業（
学
校
名
）、電

話
番
号
を
記
入
の
上
、は
が
き
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
９
月
２
日
㈮

問

申
・
　
〒
986－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）

　
環
境
課

　
（
内
線
3
3
6
8
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
22－

6
1
2
0

　
　

 isenv@
city.　　

　
　

　
　

 ishinom
aki.lg.jp

④
移
動
通
算
で
き
る
退
職
金
額

の
上
限
が
撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
建
退
共
宮
城
支
部

　
☎
０２２－

２6３－

2
9
7
3

　

Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w
.

　
kentaikyo.taisyokukin.

　
go.jp/

問　

市
都
市
計
画
課

　
　
（
内
線
５
６
１
２
）

期
保
険
証
が
郵
送
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
の
で
、納
め
忘
れ
の

あ
る
方
は
速
や
か
に
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

問　
保
険
年
金
課

　
　
（
内
線
2
3
4
7
）

　
　
各
総
合
支
所・各
支
所

・
郵
便
転
送
手
続
き
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ

　
石
巻
郵
便
局
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
95－

5
0
2
0

・
入
院
日
数
の
分
か
る
領
収
書

等（
市
民
税
非
課
税
世
帯
で

過
去
１
年
の
内
90
日
以
上
入

院
さ
れ
た
場
合
の
み
）

問

申
・
　
保
険
年
金
課

　
　
　
　
（
内
線
２
３
４
3
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
　
各
支
所

創
業
事
業
計
画
の
作
成
、資
金

調
達
、経
営
改
善
ほ
か
創
業
に
関

す
る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
　
き　
8
月
10
日
㈬

　

午
後
1
時
～
4
時（
１
組
１

時
間
以
内
、計
4
組
）

と
こ
ろ

　
石
巻
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
館
１
階

　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
ル
ー
ム

申
込
方
法

　
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み
く
だ

さ
い　
※
要
予
約

問

申
・
　
石
巻
産
業
創
造
㈱

　
☎
92－

１
３
１
３

　
F
A
X
93－

９
３
９
７

　
Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w
.

　
　
　
　
iss-net.jp/ 

問　
市
産
業
推
進
課

　
　
（
内
線
３
５
４
３
）

問

申
・

市報 いしのまき3
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※
市
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

　
等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

　
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

　
測
定
器
の
貸
し
出
し
を
無
料

　
で
行
っ
て
い
ま
す
。

問　
環
境
課

　
　
（
内
線
３
３
６
６
）

福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ

る
放
射
線
の
影
響

　
放
射
線
量
の
測
定
を
し
て
い

ま
す
。期
間
中
の
測
定
の
結
果
、

空
間
放
射
線
量
は
健
康
に
影
響

を
与
え
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。測
定
は
今
後
も

定
期
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）■空間放射線量の測定結果
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、市立高等学校（敷地） 0.05～0.10 6/1～6/29
市立保育所、私立幼稚園、私立保育園（敷地） 0.04～0.08 6/1～6/30
公共施設等（ホットスポット調査） 　0.05～0.10 6/1～6/27
牡鹿地区集落 0.05～0.17 6/1～6/20

猫
の
屋
外
飼
い
を

さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

住
民
票
・
印
鑑
登
録

証
明
書
自
動
交
付
機

の
お
知
ら
せ

障
害
者
差
別
解
消
法

が
施
行
さ
れ
ま
し
た

�

（
４
月
１
日
施
行
）

石
巻
地
域
若
者
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
か
ら
の
お
知
ら
せ

鯨
肉（
調
査
捕
鯨

副
産
物
）夏
の
特
別

頒
布
会

住
基
カ
ー
ド（
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
）

に
搭
載
さ
れ
た
電
子

証
明
書
を
利
用
さ
れ
て

い
る
方
へ
の
お
知
ら
せ

・
他
人
の
敷
地
内
等
で
エ
サ
を

や
る
場
合
は
土
地
・
建
物
の

所
有
者
や
管
理
者
、近
隣
の

人
か
ら
の
了
解
を
得
て
く

だ
さ
い
。

・
食
べ
残
し
は
カ
ラ
ス
等
の
エ

サ
に
な
り
、害
虫
等
も
寄
っ

て
き
ま
す
。食
べ
終
わ
る
の

を
そ
の
場
で
待
っ
て
、す
ぐ

に
片
付
け
、痕
跡
を
残
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
食
べ
た
ら
近
く
で
排
泄
し
ま

す
。フ
ン
尿
を
処
理
し
た
後

は
水
で
洗
い
流
し
た
り
、消

臭
剤
等
で
ニ
オ
イ
を
消
し

て
く
だ
さ
い
。

・
子
猫
が
増
え
て
面
倒
を
み
き

れ
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、不

妊
・
去
勢
手
術
を
実
施
し
て

く
だ
さ
い
。

・
屋
外
飼
い
は
、ノ
ミ
や
ダ
ニ
、

ヒ
ル
等
を
持
ち
帰
る
場
合

も
あ
り
、衛
生
的
と
は
い
え

ま
せ
ん
。猫
に
と
っ
て
も
感

染
症
等
の
病
気
、除
草
剤
等

の
毒
害
、交
通
事
故
等
の
危

険
を
は
ら
み
、平
均
寿
命
は

室
内
飼
い
の
約
半
分
に
な

り
ま
す
。屋
外
飼
い
の
リ
ス

ク
を
考
え
、責
任
と
愛
情

を
持
っ
て
大
切
に
飼
い
ま

し
ょ
う
。

問　
環
境
課

　
　
（
内
線
３
３
６
４
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

平
成
28
年
度
宮
城
県

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

と
　
き

　
10
月
25
日
㈫
午
後
１
時
30
分

～
４
時

と
こ
ろ　
県
教
育
会
館

対
　
象

　

市
に
責
任
技
術
者
と
し
て
登

録
予
定
の
方

申
込
期
間

　
８
月
３
日
㈬
～
９
月
８
日
㈭

※
受
験
申
込
書
は
８
月
３
日
㈬

　
か
ら
配
布
し
ま
す
。

問

申
・
　
下
水
道
管
理
課

　
　
　
　
（
内
線
５
６
８
７
）

　
市
役
所
本
庁
舎
１
階
に
設
置

し
て
い
る
証
明
書
自
動
交
付
機

は
、市
役
所
の
開
庁
時
間
外
や
休

日
で
も
住
民
票
、印
鑑
登
録
証

明
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。利
用

の
際
は
、事
前
に
窓
口
で
の
印
鑑

登
録
証
等
の
カ
ー
ド
お
よ
び
暗

証
番
号
の
登
録
が
必
要
で
す
。

利
用
時
間

　

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
い
わ
ゆ
る
障
害
者
差
別
解
消

法
）で
は
、不
当
な
差
別
的
取
り

扱
い
が
禁
止
さ
れ
、障
害
者
へ
の

「
合
理
的
配
慮
」が
法
的
義
務

ま
た
は
努
力
義
務
と
な
り
ま
し

た
。

○
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の

　
例

・「
障
害
が
あ
る
」と
い
う
理
由

で「
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
も
ら

え
な
い
」。

・「
車
い
す
」を
理
由
に「
店
に

入
れ
な
い
」。

○
合
理
的
配
慮
の
例

・
聴
覚
障
害
の
あ
る
人
に
は
書

面
で
説
明
す
る
。

・
視
覚
障
害
の
あ
る
人
に
は
書

　
就
労・自
立
を
支
援
し
ま
す
！

受
付
時
間　
午
前
10
時
～
午
後

６
時（
土
日・祝
日
を
除
く
）

対
　
象　
15
歳
～
３９
歳
の
求
職

者
お
よ
び
そ
の
家
族

※
相
談
無
料（
支
援
プ
ロ
グ
ラ

　
ム
は
一
部
有
料
）

※
要
電
話
予
約

問

申
・

　
石
巻
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

　
ス
テ
ー
シ
ョン

　
（
西
山
町
６－

39
カ
ム
ロ
第

　
２
ビ
ル
２
階
）

　
☎
90－

３
６
７
１

問　
市
商
工
課

　
　
（
内
線
3
5
2
3
）

　

ミ
ン
ク
鯨
赤
肉（
約
５
０
０

ｇ
）の
頒
布
会

と
　
き

　
８
月
６
日
㈯
、７
日
㈰

　
午
前
９
時
～
正
午

と
こ
ろ

　
市
超
低
温
冷
蔵
庫

　
（
魚
町
二
丁
目
14 

水
産
物
地

方
卸
売
市
場
東
隣
）

対
　
象　

市
内
在
住
の
方（
飲

食
業
等
営
業
目
的
の
方
は
ご
遠

慮
願
い
ま
す
）

予
定
数
量

　

両
日
合
わ
せ
て
３
、０
０
０

パッ
ク

※
１
人
当
た
り
の
購
入
数
量
を

限
定
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
な
く
な
り
次
第
終
了
と
し
ま

す
。

料
　
金

　

１
パ
ッ
ク（
約
５
０
０
ｇ
）当

た
り
約
１
、３
０
０
円

※
内
容
量
に
差
が
あ
る
た
め
、１

パッ
ク
当
た
り
の
金
額
に
ば
ら

つ
き
が
あ
り
ま
す
。

問　
水
産
課

　
　
（
内
線
３
５
１
４
）

問

申
・
　
障
害
福
祉
課

　
　
　
　
（
内
線
２
４
８
２
）

　
オ
ン
ラ
イ
ン
で「ｅ
―
Ｔａｘ
」や

「
み
や
ぎ
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
」等

の
各
種
行
政
手
続
き
を
行
う
際

に
は
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
た

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
が
満

了
し
た
場
合
は
、社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
の
開
始
に
よ
り
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、「ｅ

―
Ｔａｘ
」等
の
利
用
を
予
定
し
て

い
る
方
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

は
電
子
証
明
書
が
標
準
的
に
組

み
込
ま
れ
ま
す
）

　

な
お
、市
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
し
て
か
ら
交
付

で
き
る
ま
で
の
期
間
が
、お
お
む

ね
５
～
６
カ
月
程
度
必
要
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、早
め

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
市
民
課

　
　
（
内
線
２
３
２
１
）

国・地方
公共団体等

民間
事業者等

不当な差別的
取り扱い 禁　止 禁　止
合理的配慮の
提供 法的義務 努力義務

情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況
●情報公開制度とは
　市が保有する公文書を、皆さんからの請求により公開する制度です。情報の公
開により、透明性の高い行政運営を確保し、公正で開かれた市政を推進します。
●個人情報保護制度とは
　市が保有する皆さんの個人情報の適正な取扱いや自己情報の開示・訂正を
請求する権利に関する制度です。個人の権利利益の侵害の防止を図り、個人の
人格・尊厳の尊重に寄与します。
●情報公開コーナー（市役所4階）のご案内
　開示請求の受け付けや情報公開等に関する相談・案内を行っています。刊行物
や予算書、市議会会議録、統計書等市政に関する資料を自由に閲覧することがで
きます。
※資料のコピーサービスも行っています。（有料）
利用時間　午前8時30分～午後5時（土日・祝日、年末年始を除く）
※各総合支所でも受け付け・相談・案内を行います。

問　総務課（内線4036）・情報公開コーナー（内線4783）

平成 27年度施行状況表
情報公開制度による
公文書開示請求
　・開示請求件数　　　169 件
　・開示件数　　　　　160 件
　　（一部開示含む）
　・開示拒否件数　　　　 0 件
　・不存在件数　　　　　 2 件
　・存否応答拒否　　　　 0 件
　・却下件数　　　 　　　0 件
　・取り下げ件数　　　 　7 件
　・不服申立件数　　　 　1 件
　・不服申立取下げ件数　 1 件

個人情報保護制度による
個人情報開示等請求
　・開示請求件数　　　30 件
　・開示件数　　　　　26 件
　　（一部開示含む）
　・開示拒否件数　　　  ０件
　・不存在件数　　　　  4 件
　・存否応答拒否　　　  0 件
　・訂正請求件数　　　  0 件
　・取り下げ件数　　　  ０件
　・不服申立件数　　　  ０件

行
政
情
報

戦没者・原爆死没者に黙とうを
8月6日(土) 　広島市原爆投下時刻　午前8時15分から1分間
8月9日(火) 　長崎市原爆投下時刻　午前11時2分から1分間
8月15日(月)　 全国戦没者追悼式　 　正午から1分間
世界恒久平和の確立を祈念するため、各職場や家庭で黙とうを捧げましょう。
問　福祉総務課（内線2459）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

（
12
月
29
日
㈭
～
１
月
３
日
㈫
を

除
く
）

※
機
器
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
臨

時
に
休
止
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問　
市
民
課

　
　
（
内
線
２
３
１
８・２
３
２
１
）

類
を
読
み
あ
げ
る
。

・
知
的
障
害
の
あ
る
人
に
は
分

か
り
や
す
く
説
明
す
る
。
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平成28年（2016年）8月1日号

　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）　相続・許認可・会社設立・契約書作成に関することほか
　  　　   　　15日（月）　午前10時〜午後3時　市役所２階相談室A・B
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談　
　　　　　　  2日（火）　午前10時〜正午　桃生総合支所2階会議室
　　　　　　  3日（水）　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎
　　　　　　  4日（木）　午前10時〜午後3時　牡鹿総合支所2階研修室
　　　　　　17日（水）　午後1時〜午後3時　石巻中央公民館楽屋
　　　　　　19日（金）　午前10時〜午後3時　河北総合支所
　　　　　　24日（水）　午後1時〜3時30分　河南総合支所第2庁舎

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分〜午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）
◦市民生活相談　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時〜午後5時（月･水･木・金曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談（内線2532・2533）
　  9日(火)　かもめ法律事務所　中尾弁護士
　23日(火)　萩総合法律事務所　野沢弁護士
　午前10時30分〜午後4時　市役所2階市民相談センター相談室　
　定　員　1日9人〔先着〕　予約受付開始　8月1日(月)　午前9時
●無料法律相談会
　と　き　毎週水・土曜日（祝日を除く）午後1時30分〜4時30分　※予約優先
　ところ　石巻司法書士相談センター（鋳銭場５-９いせんばプラザ102号）
　受　付　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）
　 申 問・ 　 石巻司法書士相談センター　☎96-3611

●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびDV相談（内線2535・2538・2539・
　2543）☎23-6614（直通）午前8時30分〜午後5時（土日・祝日を除く）
●女性のための面接相談
　心身不調、人間関係、夫婦問題、DV等のさまざまな問題に無料で応じます。
　と　き　 3日（水） 午前10時30分、午後1時、2時30分
　　　　　　　　　　市役所市民相談センター内相談室
　　　　　17日（水）　午前10時30分、午後1時、2時30分　市役所2階相談室B
　定　員　1日3人〔先着〕※要予約
　担　当　田口 京子（日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）
　 申 問・ 　 地域協働課（内線4234）
●物忘れ相談（包括ケアセンター）
　と　き　2日（火）
　定　員　午前・午後各2件〔先着〕※要予約
　 申 問・ 　 介護保険課（内線2437）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午後1時30分〜4時30分　月〜金曜日（祝日を除く）
　午前10時30分〜午後4時30分　日曜日（祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時〜午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前10時〜午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分〜午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時〜午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時〜午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
　2日（火） 　午前10時〜午後3時　桃生総合支所2階会議室
　3日（水） 　午前10時〜午後3時　雄勝総合支所仮庁舎
　4日（木） 　午前10時〜午後3時　牡鹿総合支所2階研修室
　5日（金） 　午前10時〜午後3時　市役所2階相談室A・B
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）
　18日（木）　受付開始　午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　3日（水）〜9日（火）
　 問　農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  13日（土）　午前9時30分〜午後4時　☎22-5115

8 月の相談あんない

女性人材育成セミナー　「開運！ラッキー☆ウーマン」
～女性の活躍を応援する「レディ・母（ガガ）のための

コミュニケーション講座 2016 第３弾」～

まちづくり懇談会

と　 き　9月12日（月）、9月26日（月）、10月3日（月）、10月17日（月）、　
　　　　10月24日（月）、11月7日（月）　（全6回）午後6時30分〜8時30分
ところ　市役所4階庁議室
講　師　ドリームフィールド代表　阿部 侑

ゆ き
生

定　員　25人〔抽選〕
申込方法　はがきまたはFAX、Eメールで申し込みください。
　　　　　（必要事項　住所・氏名・生年月日・連絡先・職業・受講の動機）
申込期限　8月22日（月）必着
※一部講座を公開講座とします。詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
申・問　地域協働課（内線4234）　〒986-8501（住所不要）
　　　　FAX 22-4995　  iscviact＠city.ishinomaki.lg.jp

《
巧
妙
な
ニ
セ
電
話
詐
欺
！
》

　

近
年
、特
殊
詐
欺
の
予
兆
電

話
が
続
い
て
い
ま
す
。家
族
や

警
察
官
、公
的
機
関
の
職
員
等

を
装
い
、嘘
の
話
で
切
迫
し
た

状
況
に
し
て
判
断
を
惑
わ
せ
、

指
定
す
る
口
座
に
高
額
な
お
金

を
振
り
込
ま
せ
る「
劇
場
型
」

の
手
口
等
が
あ
り
ま
す
。　　

　

宅
配
便
で
現
金
を
送
ら
せ

る「
送
付
型
」や
、直
接
現
金
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
自
宅
ま

で
取
り
に
来
る「
受
取
型
」詐

欺
も
急
増
し
て
い
ま
す
。

　
儲
け
話
を
持
ち
掛
け
る
不
審

な
電
話
や
勧
誘
が
あ
っ
て
も
、

相
手
に
せ
ず
無
視
し
ま
し
ょ

う
。

　

少
し
で
も
不
安
に
感
じ
た

ら
、ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
〉

日
程
等
は「
８
月
の
相
談
あ
ん

な
い
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
（
消
費
生
活
相
談
）

　
　
☎
23
―
５
０
４
０

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

　市では、市政の課題、施策等を市民の皆さ
んへ報告し、市政の浸透を図るとともに、皆
さんからいただいたご意見等を市政に反映
させることを目的として、町内会（行政区）、
各種団体等を対象に、市長が出席するまち
づくり懇談会を実施しています。
　町内会（行政区）、各種団体の皆さんから
の申し込みをお待ちしています。
　なお、申し込みにあたり調整が必要となる場合がありますので、事
前にご相談ください。
申・問　秘書広報課（内線4022・4023）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
石
巻

「
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー

ナ
ー
」の
ご
案
内

　

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
た

め
の
情
報
提
供
や
担
当
者
に
よ

る
職
業
相
談（
要
予
約
）等
を

行
って
い
ま
す
。

　

子
ど
も
連
れ
の
利
用
も
可
能

で
す
。

問　
ハロ
ー
ワ
ー
ク
石
巻

　
　
「
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
」

　
　
☎
９５－

０
１
５
８

問　
市
商
工
課

　
　
（
内
線
３
５
２
３
）
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